
JP 2014-500349 A5 2014.12.11

10

20

30
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   Ｃ１１Ｂ   3/00     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月24日(2014.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微生物油を含む誘電性流体であって、前記油が約－５℃未満の流動点を有し、及び前記
微生物油の脂肪酸組成が、少なくとも５０％のＣ１８：１及び２％未満のＣ１８：２であ
る、誘電性流体。
【請求項２】
　約－１０℃～約－４０℃の流動点を有する、請求項１に記載の誘電性流体。
【請求項３】
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　前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも６０％、少なくとも７０％、または少なくとも
８０％のＣ１８：１である、請求項１又は２に記載の誘電性流体。
【請求項４】
　前記微生物油の脂肪酸組成が１％未満のＣ１８：２である、請求項１～３のいずれか一
項に記載の誘電性流体。
【請求項５】
　２５０℃～３７５℃の引火点、３００℃～４５０℃の燃焼点、２０ｋＶ～７５ｋＶの絶
縁破壊電圧、または２０ＭＶ／ｍ（ＲＭＳ）～７５ＭＶ／ｍ（ＲＭＳ）の絶縁耐力を有す
る、請求項１～４のいずれか一項に記載の誘電性流体。
【請求項６】
　前記微生物油のヨウ素価が２５～２００である、請求項１～５のいずれか一項に記載の
誘電性流体。
【請求項７】
　抗酸化剤、金属イオン不活性化剤、腐食防止剤、解乳化剤、耐摩耗添加剤、流動点降下
剤、又は抗加水分解性化合物をさらに含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の誘電性
流体。
【請求項８】
　前記微生物油が、１つ以上の外来遺伝子を発現するように操作された遺伝子操作された
細菌により生成される、請求項１～７のいずれか一項に記載の誘電性流体。
【請求項９】
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ又はＣｈｌｏｒｅｌｌａである、請
求項８に記載の誘電性流体。
【請求項１０】
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ　ｍｏｒｉｆｏｒｍｉｓである、請
求項９に記載の誘電性流体。
【請求項１１】
　前記１つ以上の外来遺伝子がショ糖インベルターゼ及び／又は１つ以上の脂肪酸アシル
－ＡＣＰチオエステラーゼをコードする、請求項８～１０のいずれか一項に記載の誘電性
流体。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の誘電性流体を含む電気部品であって、場合によ
って、該電気部品が変圧器である、電気部品。
【請求項１３】
　ＲＢＤ微生物油を生成する方法であって、前記微生物油が約－５℃未満の流動点を有し
、及び前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも５０％のＣ１８：１及び２％未満のＣ１８
：２である方法において、
　ａ．１つ以上の外来遺伝子を発現するように操作された遺伝子操作された細菌を、前記
細菌が乾燥重量で少なくとも１０％の油を有するまで育てることと；
　ｂ．前記細菌から前記油を分離することと；
　ｃ．前記油を精製、漂白、脱臭又は脱ガムに供してＲＢＤ微生物油を生成することと
を含む方法。
【請求項１４】
　微生物油を含む誘電性流体を生成する方法であって、前記誘電性流体が約－５℃未満の
流動点を有し、及び前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも５０％のＣ１８：１及び２％
未満のＣ１８：２である方法において、
　ａ．第１の微生物油を精製、漂白、脱臭又は脱ガムに供してＲＢＤ油を生成することで
あって、前記ＲＢＤ油が初期流動点及び第１の温度によって特徴づけられることと；
　ｂ．前記ＲＢＤ油の温度を、前記第１の温度より低い第２の温度に下げることと；
　ｃ．前記ＲＢＤ油を前記第２の温度に保持することと；
　ｄ．前記ＲＢＤ油を前記第２の温度で濾過して、前記初期流動点より低い第２の流動点



(3) JP 2014-500349 A5 2014.12.11

であって、約－５℃未満である第２の流動点によって特徴づけられる第２の微生物油を提
供することと
を含む方法。
【請求項１５】
　ａ．１つ以上の外来遺伝子を発現するように操作された遺伝子操作された細菌を、前記
細菌が乾燥重量で少なくとも１０％の油を有するまで育てることと；
　ｂ．前記細菌から前記油を分離して前記第１の微生物油を生成することと
により前記第１の微生物油を生成することをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記微生物油が約－１０℃～約－４０℃の流動点を有する、請求項１３～１５のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１７】
　抗酸化剤、金属イオン不活性化剤、腐食防止剤、解乳化剤、耐摩耗添加剤、流動点降下
剤、又は抗加水分解性化合物を前記ＲＢＤ油又は第２の微生物油に添加することをさらに
含む、請求項１３～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ又はＣｈｌｏｒｅｌｌａである、請
求項１３または請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ　ｍｏｒｉｆｏｒｍｉｓである、請
求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記１つ以上の外来遺伝子がショ糖インベルターゼ及び／又は１つ以上の脂肪酸アシル
－ＡＣＰチオエステラーゼをコードする、請求項１３、１５、１８または１９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の温度が約１５℃～約５０℃であり、及び前記第２の温度が約－１５℃～約１
５℃である、請求項１４に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本発明のこれらの及び他の実施形態を、以下の本発明の詳細な説明において説明し、及
び以下の例において例証する。上記で及び本出願全体にわたって考察される特徴のいずれ
も、本発明の種々の実施形態に組み合わせることができる。
　特定の実施形態では、例えば以下が提供される：
（項目１）
　微生物油を含む生成物であって、前記油が約－５℃未満の流動点を有し、及び前記微生
物油の脂肪酸組成が、少なくとも５０％のＣ１８：１及び１０％未満のＣ１８：２である
、生成物。
（項目２）
　約－１０℃～約－４０℃の流動点を有する、項目１に記載の生成物。
（項目３）
　前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも６０％のＣ１８：１である、項目１又は２に記
載の生成物。
（項目４）
　前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも７０％のＣ１８：１である、項目１～３のいず
れか一項に記載の生成物。
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（項目５）
　前記微生物油の脂肪酸組成が５％未満のＣ１８：２である、項目１～４のいずれか一項
に記載の生成物。
（項目６）
　前記微生物油の脂肪酸組成が、少なくとも８０％のＣ１８：１及び５％未満のＣ１８：
２である、項目１～５のいずれか一項に記載の生成物。
（項目７）
　２５０℃～３７５℃の引火点、又は３００℃～４５０℃の燃焼点を有する、項目１～６
のいずれか一項に記載の生成物。
（項目８）
　前記微生物油のヨウ素価が２５～２００である、項目１～７のいずれか一項に記載の生
成物。
（項目９）
　流動点降下剤をさらに含む、項目１～８のいずれか一項に記載の生成物。
（項目１０）
　潤滑剤、油圧作動液、工業用油、又は誘電性流体である、項目１～９のいずれか一項に
記載の生成物。
（項目１１）
　誘電性流体である、項目１～１０のいずれか一項に記載の生成物。
（項目１２）
　前記誘電性流体が２０ｋＶ～７５ｋＶの絶縁破壊電圧を有する、項目１１に記載の誘電
性流体。
（項目１３）
　２０ＭＶ／ｍ（ＲＭＳ）～７５ＭＶ／ｍ（ＲＭＳ）の絶縁耐力を有する、項目１１又は
１２に記載の誘電性流体。
（項目１４）
　抗酸化剤、金属イオン不活性化剤、腐食防止剤、解乳化剤、耐摩耗添加剤、流動点降下
剤、又は抗加水分解性化合物をさらに含む、項目１１～１３のいずれか一項に記載の誘電
性流体。
（項目１５）
　前記微生物油が、１つ以上の外来遺伝子を発現するように操作された遺伝子操作された
細菌により生成される、項目１～１４のいずれか一項に記載の生成物。
（項目１６）
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ又はＣｈｌｏｒｅｌｌａである、項
目１５に記載の生成物。
（項目１７）
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ　ｍｏｒｉｆｏｒｍｉｓである、請
求項１６に記載の生成物。
（項目１８）
　前記１つ以上の外来遺伝子がショ糖インベルターゼ又は脂肪酸アシル－ＡＣＰチオエス
テラーゼをコードする、項目１５～１７のいずれか一項に記載の生成物。
（項目１９）
　前記１つ以上の外来遺伝子が２つ以上の脂肪酸アシル－ＡＣＰチオエステラーゼをコー
ドする、項目１８に記載の生成物。
（項目２０）
　前記１つ以上の外来遺伝子がショ糖インベルターゼ及び１つ以上の脂肪酸アシル－ＡＣ
Ｐチオエステラーゼをコードする、項目１８に記載の生成物。
（項目２１）
　遺伝子操作された細菌により生成された微生物油を含む誘電性流体であって、約－１０
℃～約－４０℃の流動点を有する誘電性流体。
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（項目２２）
　前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも５０％のＣ１８：１及び１０％未満のＣ１８：
２である、項目２１に記載の誘電性流体。
（項目２３）
　前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも７０％のＣ１８：１である、項目２１又は２２
に記載の誘電性流体。
（項目２４）
　前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも７０％のＣ１８：１及び５％未満のＣ１８：２
である、項目２１～２３のいずれか一項に記載の誘電性流体。
（項目２５）
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ又はＣｈｌｏｒｅｌｌａである、項
目２１～２４のいずれか一項に記載の誘電性流体。
（項目２６）
　前記細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ　ｍｏｒｉｆｏｒｍｉｓである、項目２５に記載の誘
電性流体。
（項目２７）
　項目２１～２６のいずれか一項に記載の誘電性流体を含む電気部品。
（項目２８）
　変圧器である、項目２７に記載の電気部品。
（項目２９）
　ＲＢＤ微生物油を生成する方法であって、前記微生物油が約－５℃未満の流動点を有し
、及び前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも５０％のＣ１８：１及び１０％未満のＣ１
８：２である方法において、
　ａ．１つ以上の外来遺伝子を発現するように操作された遺伝子操作された細菌を、前記
細菌が乾燥重量で少なくとも１０％の油を有するまで育てることと；
　ｂ．前記細菌から前記油を分離することと；
　ｃ．前記油を精製、漂白、脱臭又は脱ガムに供してＲＢＤ微生物油を生成することと
を含む方法。
（項目３０）
　前記微生物油が約－１０℃～約－４０℃の流動点を有する、項目２９に記載の方法。
（項目３１）
　抗酸化剤、金属イオン不活性化剤、腐食防止剤、解乳化剤、耐摩耗添加剤、流動点降下
剤、又は抗加水分解性化合物を前記ＲＢＤ油に添加することをさらに含む、項目２９又は
３０に記載の方法。
（項目３２）
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ又はＣｈｌｏｒｅｌｌａである、項
目２９～３１のいずれか一項に記載の方法。
（項目３３）
　前記遺伝子操作された細菌がＰｒｏｔｏｔｈｅｃａ　ｍｏｒｉｆｏｒｍｉｓである、項
目３０に記載の方法。
（項目３４）
　前記１つ以上の外来遺伝子がショ糖インベルターゼ又は脂肪酸アシル－ＡＣＰチオエス
テラーゼをコードする、項目２９～３３のいずれか一項に記載の方法。
（項目３５）
　前記１つ以上の外来遺伝子が２つ以上の脂肪酸アシル－ＡＣＰチオエステラーゼをコー
ドする、項目３４に記載の方法。
（項目３６）
　前記１つ以上の外来遺伝子がショ糖インベルターゼ及び１つ以上の脂肪酸アシル－ＡＣ
Ｐチオエステラーゼをコードする、項目３４に記載の方法。
（項目３７）
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　微生物油を含む生成物を生成する方法であって、前記生成物が約－５℃未満の流動点を
有し、及び前記微生物油の脂肪酸組成が少なくとも５０％のＣ１８：１及び１０％未満の
Ｃ１８：２である方法において、
　ａ．第１の微生物油を精製、漂白、脱臭又は脱ガムに供してＲＢＤ油を生成することで
あって、前記ＲＢＤ油が初期流動点及び第１の温度によって特徴づけられることと；
　ｂ．前記ＲＢＤ油の温度を、前記第１の温度より低い第２の温度に下げることと；
　ｃ．前記ＲＢＤ油を前記第２の温度に保持することと；
　ｄ．前記ＲＢＤ油を前記第２の温度で濾過して、前記初期流動点より低い第２の流動点
であって、約－５℃未満である第２の流動点によって特徴づけられる第２の微生物油を提
供することと
を含む方法。
（項目３８）
　前記微生物油が約－１０℃～約－４０℃の流動点を有する、項目３７に記載の方法。
（項目３９）
　抗酸化剤、金属イオン不活性化剤、腐食防止剤、解乳化剤、耐摩耗添加剤、流動点降下
剤、又は抗加水分解性化合物を前記第２の微生物油に添加することをさらに含む、項目３
７又は３８に記載の方法。
（項目４０）
　ａ．１つ以上の外来遺伝子を発現するように操作された遺伝子操作された細菌を、前記
細菌が乾燥重量で少なくとも１０％の油を有するまで育てることと；
　ｂ．前記細菌から前記油を分離して前記第１の微生物油を生成することと
により前記第１の微生物油を生成することをさらに含む、項目３７～３９のいずれか一項
に記載の方法。
（項目４１）
　前記第１の温度が１５℃超～約５０℃であり、及び前記第２の温度が約－１５℃～約１
５℃である、項目３７～４０のいずれか一項に記載の方法。
（項目４２）
　前記生成物が、潤滑剤、油圧作動液、工業用油、又は誘電性流体である、項目３７～４
１のいずれか一項に記載の方法。
（項目４３）
　前記生成物が誘電性流体である、項目４２に記載の方法。
（項目４４）
　前記誘電性流体が、抗酸化剤、金属イオン不活性化剤、腐食防止剤、解乳化剤、耐摩耗
添加剤、流動点降下剤、又は抗加水分解性化合物をさらに含む、項目４３に記載の方法。
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